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「障がい」と「差別」に関する一考察
～「障害者差別解消法」と「小林一茶の俳句」～
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」とする）

の平成２８年４月の施行を前に，本学においても障がいのある学生のための「合理的配慮」（Rea-

sonable accommodation）に関する事項の充実を図ることが緊要な課題である。

本稿では，この法律の「障がい」及び「差別」に視点を当て，「障がい者への差別」が「障

がい者以外の人々への差別」と同根であり，同法の「不当なる差別的取扱い」を歴史的な視点

で俯瞰する。考察の際に小林一茶の俳句世界は，江戸時代の身分制の社会にあっても，障がい

者及び被差別の対象であった人々への温かい眼差しをもち，今日の「差別解消の精神的な支

柱」になり，この視点をもつことにより本法令の趣旨が深く理解され，「合理的配慮」の指針

になると考える。
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�．「障害者差別解消法」の理念

１．「障がい」に関する意識調査について

１）「障がい」への偏見

内閣府（平成２６年版：障害者白書）によると障がいの

ある人の概数は身体障がい者３９３万３千人，知的障がい

者７４万１千人，精神障がい者３２０万１千人であり，人口

の６％が何らかの障がいを有している。

同白書（平成２５年版）によると，国民の意識調査（平

成２４年７月実施）の中で，「障害のある人に対する差別

や偏見があるか」の質問に対して，「ある」と回答した

人は８９．２％である。「共生社会」の言葉を「知らない」

と回答した人は３５％であった。「障害者週間」の存知で

は，７１．４％が知らないと回答している。９割近い人が，

「差別や偏見」があることを認め，「障害者差別解消

法」の第一条の文中にある「共生する社会」の言葉を知

らない人が約３割，「障害者週間」では７割が知らない

と回答しており，啓発活動等の諸課題がある事を示して

いる。

２）「しょうがい（障害）」の表記

「しょうがい（障害）」の表記については，内閣府の

平成２２年の調査結果では，「障害」の表記については，

改める必要がないのが４３％，必要があるのが２１．９％で

あった。「改める必要が無い」を選択した理由では「平

仮名のみや漢字と平仮名の表記は不便である」「広く普

及している現状」「害を碍や『がい』と表記することで

困難性を覆い隠している」などの意見がみられた。

「必要がある人」の新たな表記名は「障がい」が

４０．９％，「障碍」が７．８％であった。「障がい」では「柔

らかい表現でイメージがよくなる」「『害』の字は否定的

なイメージを与える」などであった。「障碍」では

「『碍』の字は価値中立的である」「『害』の字は否定的

なイメージを与える」「国民の意識が改善される」など

の意見があった。

平成２４年の調査では，表記として「障がい」が

３５．５％，「障害」が３３．８％と平成２２年の調査と比較し，

表記に関する変化があるが，「障害」を支持する人が約

３割おり，障がい当事者が，「害」の文字を見てどのよ

＊『しょうがい（障害）』の表記については，法令用語

などは「障害」で，それ以外は「障がい」とする。ま

た「差別用語」については，当時の時代背景において

使用されていた用語を使用している事を付記する。
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うな気持ちになるのか等の課題が残る。

ちなみに北海道の法令用語は「障害」であるが，保健

福祉部の課の名称を「障がい者保健福祉課」と「がい」

の文字を平成２１年より変更している。表記をどのように

考えるかは，「障がい」についてどのように考えるのか

と連動しており，単に表記上の問題ではないと考える。

２．「差別」禁止法制の系譜

「障害者差別解消法」の成立は，「差別禁止」の法制

の整備充実の歴史と言っても過言ではない。ここで成立

過程を世界（国連など）と日本の視点から概観する。

世界史的にみると，障がいを理由とする差別を包括的

に禁止した法律を世界で初めて制定したのはアメリカで

あり，その背景には１９６０年代に高まりをみせた人種，皮

膚の色，宗教，性または出身国を理由とする差別を禁止

する公民権法の成立があった。この中で障がい者につい

ても社会参加を求める運動が活発に展開され，障がい差

別禁止法制の制定へとつながり，「障害をもつアメリカ

人法」（１９９０年）の施行となった。

１９７０年代以降，国連における「知的障害者権利宣

言」，「障害者権利宣言」といった，障がい者を対象とす

る宣言などは，法的拘束力をもたず実効性を欠いてい

た。また，それまでに国連で採択されていた７つの主な

人権条約（社会権規約，自由権規約，人種差別撤廃条

約，拷問等禁止条約，女性差別撤廃条約，子どもの権利

条約，移住労働者権利条約）は，障がい者の人権全体へ

の影響力は小さく，「子どもの権利条約」には，障がい

に関する規定が盛り込まれているもものの，ごく小さな

影響力しかもたなかった。

日本では，法の下の平等を定めた憲法１４条があるが，

明文で「障がい」を理由とする差別を禁止する法律は，

長い間制定されてこなかった。日本においては１９７０年

（昭和４５年）の「心身障害者基本法」の成立や「完全参

加と平等」をテーマとした１９８１年（昭和５６）年の国際障

害者年やこれに続く「国連・障害者の十年」を契機とし

て，障がい者福祉施策は，施設入所を核とすることか

ら，在宅福祉などへの社会参加へと変換を迎える。その

背景には，ノーマライゼーションの理念の浸透や経済的

自立へのなど自立概念の深化があった。

国連の「障害者の権利に関する条約」（２００５年５月発

効）の批准に向けて，法整備が進められ，日本は２０１２年

（平成２４年）に条約を批准した。それまでは障がいのあ

る人の社会的な不利益は「障害の医学モデル」と称され

るように，原因をその人にある機能障害に求める考え方

からのパラダイム転換を図った。つまり，社会の仕組み

に原因があるとの「障害の社会モデル」の提言であり画

期的なものであった。

これと並行して検討されていた，改正「障害者基本

法」（２００４年・平成１２年）には，障がい者差別を禁止す

る規定が盛り込まれ，国や地方公共団体等に対して，基

本姿勢として，障がいを理由として差別が存在しないよ

うに障がい者施策をすすめることを求めていたが，基本

理念を定めたものに過ぎず，実効性はないとの理解が一

般的であった。

「差別の無い社会を目指す」の理念のもと，具体化し

た法律が「障害者差別解消法」である。第四条（差別の

禁止）では「何人も，障害者に対して障害を理由とし

て，差別することその他の権利利益を侵害する行為をし

てはならない。」とあり，「社会的な障壁の除去」や「合

理的な配慮」についても触れられており，前進した姿が

みられる。

同じく，差別禁止法制の「障害者雇用促進法」は，事

業主に対し，採用前の場面である募集，採用における平

等取扱い，及び採用後の場面である賃金，教育訓練，福

利厚生などにおいて障がいを理由とする不利益取扱いの

禁止を義務づけている。

３．「障害者差別解消法」における課題

「障害者差別解消法」は名称が示すように，「禁止」

ではなく「解消」の名称を付すことにより，「差別」の

無い社会を目指すものである。実効的に推進されるため

に，指針の策定や相談，紛争の解決の体制整備を規定し

ており，画期的な法律である。第六条においては，何が

差別か，合理的配慮としてどのような措置が望ましいの

かといった具体的な内容は，各関係機関（国や地方公共

団体など）による基本指針によって明らかにしていこう

としている。

「合理的配慮」については，社会全体で育てていくも

のであり，好事例を積み重ねることにより共有化してい

こうとしている。この事例の典型である「アメリカ合衆

国の障害者教育法（IDEA）」は，障がいのある子どもに

「無償かつ適切な公教育」を提供することを目的として

いるが，その具体的内容は，「関連サービス（related serv-

ice）」を併用しながら特別支援教育を提供することと

なっている。「関連サービス」とは，移動に際しての乗

り物や付き添い等，適切な教育を受けるにあたって必要

となる補助サービスを意味する。具体的な補助サービス

としては，脊椎損傷により首から下が麻痺している生徒

が通常の学級に在籍するために，看護師による付き添い

を提供することや，てんかんの発作を抱える生徒に対し

て，看護師が同乗するタクシーによる通学を提供するこ

と等があげられる。これらの積み重ねが，「合理的配

慮」につながるとの考えであるが，事例に対する考え方

によっては違いが生ずる課題が指摘できよう。
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「差別」の定義は「社会的障壁」の除去としており，

細則規定も無くかなり抽象的な表現に留まっている。第

七条にある「差別」に関する「不当な差別的取扱い」な

る用語は「地方自治法２２４条」「職業安定法３２条」などに

みられるが，何が差別かを具体的な事例を積み上げてい

く中で，概念の共有化を図っていくことが大切であり，

過去の歴史が語るように温度差が生じることは想像に難

くない。

さらに重要な課題としては，特に民間事業者において

は第八条において「合理的配慮」が「努力義務」として

押さえられており，「負担が過重でないときは・・・社

会的障壁の除去に努めなければならいない」とある。

「負担が過重」の言葉に関しては解釈の違いでばらつき

が想定され，同じような状況でも事業者の考えによって

差異が十分考えられる。民間事業者は，限りなく国及び

地方公共団体のような「法的な義務」として押さえる必

要があり，当事者たる障がいのある人の参加は当然のこ

とである。

４．差別禁止法制とインクルーシブ教育

「障害者権利条約」２４条の教育条項は，完全なインク

ルージョンという目標の基に，政府に対して障がい者が

地域社会において，インクルーシブ教育を受けることを

求めているが，障がい者が，効果的な教育を容易にする

ために，特別支援学校・学級の存在を否定的にはとらえ

ていない。障がいの状態，程度によっては，通常学級に

在籍するよりも特別支援学校において，より適切な教育

を受けられる児童生徒にとっては必要であるとの考え方

である。

ただし，ここで留意すべきなのは，「完全なインク

ルージョン」という目標が前提となっていることであ

る。すなわち，「障害者権利条約」や「障害者差別解消

法」におけるインクルーシブ教育や合理的配慮の目的

は，障がいのある子供たちが，可能な限り通常学級に在

籍し，合理的配慮を受けることで適切な教育を提供され

ることにある。

これに対して文部科学省の特別委員会報告「共生社会

の形成に向けたインクルーシブ教育の推進」（２０１２年７

月）では「合理的配慮に関する事項」では，合理的配慮

の基礎となる環境整備として，「基礎的環境整備」との

概念を提示している。これは，「合理的配慮」は「基礎

的環境整備」をもとに個別に決定されるものであり，そ

れぞれの学校における「基礎的環境整備」の状況によ

り，提供される「合理的配慮」は異なることになる。

「基礎的環境整備」とはまず，通級による指導，特別支

援学級，特別支援学校を設置することで，子ども一人一

人の学習権を保障する観点から多様な学びの場を確保す

ることが前提となる。「障害者権利条約」のように，「合

理的配慮」を行うベースラインを通常学級とするのでは

なく，「多様な学びの場」を基本としている。

「障害者権利条約」が，障がいのある子供を原則通常

学級に在籍させることを前提とし，特別支援学校を例外

的なものとしているのに対し，個別の教育にニーズに応

じる事を前提に，特別支援学校も通常学級も就学先の選

択肢の一つとしてとらえている。

インクルーシブ教育の目的は，障がいのある子供に対

して，可能な限り障がいのない児童と同じ環境におい

て，それぞれのニーズに応じた適切で「質の高い教育」

が保障されて，初めてインクルーシブ教育が実現される

ものである。

以上のように，様々な課題があるが，「差別解消」は

このように世界が目指している人権の理想と重なり，良

き「合理的配慮」の積み重ねと，過去の負の遺産であ

る，「不当な差別的な取扱い」を過去の事例から検証

し，これらを繰り返さないことが，実効性のある法律に

なると考える。真に歴史から学ぶとはこの意味であろ

う。

�．障がい者への「差別」の歴史

１．「障がい者」の二重の差別構造

「障害者差別解消法」の中の「不当な差別的な取扱

い」は皮肉にも多くの積み重ねがある。とりわけ「障が

い者」は「差別」を容易とする経済的，思想等の文化的

に歪んだ社会構造の中に，丸裸の状況で投げ出されてい

たのが過去の歴史である。差別は「障がい者」だけの課

題と捉えることは「差別」が生ずる本質を押さえておら

ず，狭い認識の仕方である。「障がい者」以外で差別を

受けていた人々と同心円との認識をもたない限り，いく

ら法律を作っても実効性が無く，新たな法律を作らざる

を得ないことになりかねない。

２．日本における「障がい者」への差別

１）近世までの障がい者

「障がい」に関する記述は，「古事記」の蛭子伝説は

もとより，「日本書記」による「施薬院」などの記述が

みられるが，「律令」国家体制において「戸令」の中の

「目盲条」に，当時の障がい区分が記載されている。

「軽度障がい」の「残疾」には「両耳聾」（両耳の聴力

障がい）。「中度障がい」の「廃疾」には「おろか人」

（重度の知的障がい者），「ひきひと」（小人症），「腰背

折」（脊髄損傷による麻痺）。「重度障がい」の「篤疾」

には「悪疾」（ハンセン病）「癲狂」（てんかん及び精神
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疾患），「両目盲」（両眼の視覚障がい）と規定してい

た。この区分は租税の徴収軽減のためであり，福祉とし

ては慈恵的配慮の対象であった時代である。

鎌倉時代の時宗の開祖一遍上人の布教の様子を描いた

図１の「一遍聖絵」１）には，「琵琶法師」が「小法師」を

伴っている姿が描かれている。時宗の教えの中に安住の

居場所を探し出す姿が見られる。

図１ （一遍聖絵：第６巻：片瀬浦の念仏踊りに向かう姿）

視覚障がいの人々は，早くに集団を組織し，とりわけ

江戸時代には将軍・徳川綱吉の治療に当たった杉山和一

は検校の地位に就き，官位の上から検校，別当，勾当，

座頭を組織していった。塙 保己一が群書類従を編纂

し，その業績がヘレン・ケラーをして日本を訪問したい

動機の最大のものであったことは特筆すべきことであ

る。ただ視覚障がいの人々は集団の中に，ハンセン病の

人々を除外したことは差別の根絶の難しさを示してい

る。

２）ハンセン病患者への差別

「一遍聖絵」（市屋道場の境内）には，図２に示すよ

うに布教した京都（市屋道場）で，塀ぎわに他の乞食と

離れた所に小屋がけをし，顔を布で覆った人々（「ハン

セン病」の人々）が，他の人とは距離を置いた様子で描

かれている。同じ「関寺（大津市）の門前」にも他の乞

食と離れて座っている様子が描かれている。

ハンセン病の人々は，特に強く「差別」を受けてきた

人々であり，１９０７年（明治４０年）の「癩予防に関する

件」の法律で，全国５箇所の療養所が開設され，収容隔

離された。その後，平成８年「癩予防法」が廃止され，１９９６

年（平成２０年）の「ハンセン病問題の解決の促進に関す

る法律」の成立までの百年の長きにわたり，多くの患者

を偏見と差別で二重，三重に苦しめてきたのである。北

海道立近代美術館蔵の林 竹治郎の第一回文部省美術展

入選の名画「朝の祈り」に描かれている子供（林 文

雄）は長じて，ハンセン病の医師として奮闘している。

その間，星塚敬愛園に赴き，「断種法に就いて」２）と記し

た講演用の資料を残している。このことは林個人のみの

責任に帰する事柄でなく，広く日本の中で優性思想の基

に「断種」が横行していたことを示すもので，その当時

の時代の差別を知る上で記憶に深く留めておく必要があ

る。

同じく医師として長島愛生園に関わった神谷美恵子３）

は「人間をみつめて」（１９５７年：昭和３２年）の中で，ハ

ンセン病の中の精神障がいの人々は，何らの治療を受け

ずにいる様子を次のように記している。「もう一つの

ショックこそ，現在に至るまで島と私とを結びつける

きっかけとなってしまった。それは園内の精神病患者の

実態調査をした時にみた光景である。老朽化した木造の

小さなバラックにいくつかの板敷の座敷牢のようなもの

が並んでいる。その一つ一つに，垢にまみれた患者がと

じこめられていて，文字通り荒れ狂っているのであっ

た。」

当時の悲惨な状況が記録されており，差別の中にまた

差別があったことを知ることができる。古くは聖書にも

ハンセン病の記述があり，人間の歴史の中で古い時代か

ら，洋の東西を問わず差別の対象であったことは，人類

の負の歴史である。

３）現代の「出生前診断」の課題

近年欧米及び日本においても，ダウン症など染色体異

常の有無を調べる「新出生前診断」が実施されている

が，日本においては陽性と判定されたケースの約９７％が

妊娠中絶を選択したと報道（平成２６年６月２８日・北海道

新聞）されている。

「静かなる『優性思想』」や「個人的『優性思想』」と

警告を鳴らす人は，慎重なる判断をして欲しいと呼びか

図２ （一遍聖絵：第７巻：市屋付近のさま）
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けている。様々な要因が背景にあり，個々の事情で中絶

を選択せざるをえないケースが多いのであろうが，いず

れにしても，個人的な問題として決着をつけるのではな

く，障がいのある子供を育てる環境の問題も想定される

ことから，社会としてどのように関わっていくのか医

療，福祉，保健，教育，労働などの専門家による学際的

な議論が十分でないまま，単にカウンセリングの質を高

めるだけで済むような問題ではないと考える。

３．日本における障がい者の処遇

１）盲教育，聾教育の苦悩

日本における特別支援教育（盲聾教育）は１８７８年（明

治１１年）の京都盲唖院に始まるが，盲学校，聾学校の義

務化は１９２４年（大正１３年）の「盲学校及聾唖学校令」に

よる。しかし抜け道があり，財政が厳しいおりには「当

面は私学で可」と法律に明記されていた。明治時代の学

制公布に始まり小学校令等をもって通常の教育が進展す

る中，特別支援教育がいかに遅れ，いかに整備が後回し

になったかを北海道を例に概観する。

北海道で一番早く，財政難など幾多の困難を乗り越え

て１９８５年（明治２８年）に開校した函館盲唖院は，宣教師

の妻であったドレイパーさんによるもので，その後小

樽，札幌と広がりをみせたが各校全て私立であり，わず

かな財政支援で，職員の給料も遅延しがちな経営であっ

た。

そのような中，北海道議会に当たる第八期道会４）（大

正１３年）において政友党の林 儀作は『盲・聾・唖教育

についていかなる考えをもっているか』と質問。これに

対して道庁の得納内部部長は『盲・聾・唖者の教育につ

いては，これを造るべしとの義務を命ぜられているので

あるが，なに分たびたび申すように地方費財政が許さな

い。目下私立に対して補助をしている。』と答弁。林は

２年後の大正１５年にも質問に立ち『盲唖教育に対して当

局は親切を欠く傾きがあるやに聞くが如何か』と食い下

がる。これに対して池田学務部長は『盲唖教育に対して

は十分留意している。』と答弁。その間，実業学校など

は庁立学校としていち早く公的に整備されたのである。

林は昭和２年まで５回質問に立つが（小樽選出の寿原

重太郎も同様の質問に立つ）財政難を理由に公立学校と

して認可されず，昭和２３年の「盲学校及び聾学校の就学

義務及び設置義務に関する政令」が出てやっと公立学校

として認可されたのである。

全国で３番に早期開校をした函館盲唖院（現在の函館

盲学校，函館聾学校）は実に五十三年にわたり，補助金

のみの経営を強いられたのである。北海道・増毛町出身

で日本初の「日本点字図書館」を開設した本間一夫５）は

当時（昭和４年）の学生であり，「指と耳で読む」のな

かで次のように記している。「あのころの私立盲唖院の

経営は決して容易でなく，授業が終わると若い先生たち

までみな受持区域を回って，毎月五十銭，一円の後援会

費を集めていました。」と設立当時の様子を今に伝えて

いる。昭和１２年の函館新聞には，後援会会員募集の記事

が掲載されており，当時の運営の厳しさを伝えている。

ちなみに知的障がい者，肢体不自由者の学校教育の義

務化は１９７９年（昭和５４年）であり，盲・聾教育から遅れ

ることさらに三十二年の年月を要したのである。

【文中の後援会（現函館盲聾教育後援会）は現在も活

動しており，平成２４年に創立百周年を向かえ，特別支援

教育に貢献した功績で博報賞を受けている。】

２）障がい者の「賃金」と「雇用」の課題

地域別に決定される最低賃金は北海道（平成２６年１０月

８日現在）では７３４円であるが，平成２０年６月までは障

がい者の場合，「最低賃金除外申請」の制度により，賃

金を低く抑えることが可能であった。最低賃金法の第八

条に例外規定が設けられており「精神又は身体の障害に

より著しく労働能力の低い者。軽易な業務に従事する

者。断続的労働に従事する者。」などに適用されてい

た。この法律は，１９５９年（昭和３４年）に成立したもの

で，障がい者の雇用の拡大を図ることも目的の一つとさ

れていた。この制度の基では，作業経験を積むことに

よって，除外条件がクリアされているにもかかわらず，

事業主と当事者家族との個人的な関係で契約が結ばれて

いる中では，雇用条件の改善を強く要望できない状況も

みられた。

いずれにしても，平成２０年７月に現行の「減額措置制

度」に変わるまで，本来最低賃金とは，生活を支える最

低必要な金額であるにもかかわらず，四十九年間も「障

がい」との理由で改革がなされなかった。「減額措置制

度」の趣旨を実行するためにも，安易に減額を認めるの

でなく，労働監督行政の対応が求められるところであ

る。

内閣府の「平成２６年版・障害者白書」で，障がい者の

雇用の確保を図るために，国や地方公共団体や民間企業

に一定の雇用法定率を定め，厚生労働省は各機関の雇用

状況を発表している。それによると，未達成は国のレベ

ルでは「原子力規制委員会」，独立行政法人では「労働

者健康福祉機構」などである。理由は明らかになってい

ないが，民間企業に未達成の場合に納付金を納めさせる

制度である以上，国が範を示す必要があり改善が望まれ

る。

また，北海道での未達成は北海道議会事務局，北海道

警察本部，北海道教育委員会である。様々な要因があろ

うが，「議会事務局」は他の都府県では達成しており，
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教育委員会は各都道府県教育委員会の中で一番の低さで

ある。２００９年（平成２１年）に制定された「北海道障がい

者条例」の第２８条，２９条に就労に関する施策が掲げら

れ，「雇用促進に努める」と記述しており早急な改善が

望まれる。

３）児童養護施設の「障がいのある子供」の課題

厚生労働省雇用均等・児童家庭局（平成２７年１月）の

児童養護施設の実態調査（平成２５年２月１日現在）の中

で，「養護施設児」に視点を当てると，入所の要因で

は，「両親の虐待」が１８％，「両親の放任・怠惰」が１５％，

「両親の精神疾患等」が１２％の順である。また，「障が

い」に関する調査では，２８．５％の児童が何らかの「障が

い」があり，内訳は「知的障がい」が４３％「広汎性発達

障がい」が１８％，「ADHD」が１６％，「身体虚弱」が７％，

「てんかん」が４．３％，「LD」が４．１％となっており，そ

の他は「言語障害」「視覚・聴覚障害」「肢体不自由」な

ど多様な障がいがみられる。

本来，「児童養護施設」は障がいのある児童の受け入

れを前提とする施設ではないので，法令では人員の加配

などは考えられていない。しかし実際には利用状況があ

るにもかかわらず，職員が障がいに応じた厳しい状況で

対応しており，実態と合わない法制度の狭間に子供達や

職員はおかれている。

特別支援教育においては，重複障がい学級が設置され

た場合は教員の加配があり，きめの細かい指導ができる

体制ができている。専門家集団であっても，加配の体制

がとられているにも関わらず，建前上は在籍しないはず

の「障がい児」に対して，児童養護施設は多様な障がい

への対応，さらには，発達段階の違いに応じた指導，時

には一対一の指導が必要な場合でも，職員数が不足し指

導したくても出来ない条件下にある。

伊藤６）の職員の意識調査によると，「労働条件での改善

では『職員を増やす』が２６％，『給与の改善』が２０％，

『労働時間の短縮』が１２％」となっている。条件整備が

十分でない中で，「虐待や放任」などを受けてきた精神

面でのケア，さらには「多様な障がいへの対応」など，

子供の抱える課題の縮図とも言える環境の中で苦慮して

いる様子が伺える。障がいのある児童にとって「家庭に

近い居場所」でありながら，職員は十分対応したくて

も，職員の定数が保証されない中では，子供達への指導

ができないことが想像される。国は実態に合わせて職員

定数を改善するなど，「障がいのある子供」への暖かい

支援の在り方を検討すべきである。

４．「障がい者」とナチズム

１）ナチズムと優性思想

日本と比較して，「障がい児への教育」は早期に始

まっている。聾教育は１７６０年のド・レペによる聾唖学校

の開設，盲教育は１７８４年のアユイによる盲学校の開設

と，早い段階で教育が始まったが，ナチズムの時代は差

別の極致であった。

ナチズムはその民族至上主義と抱き合わせで優性思想

を中核とし，そのため，同じゲルマン民族であっても

「障がい者」は根絶すべき対象であり，T４作戦と称す

る政策は，安楽死や断種などの不妊手術を実行してい

た。その背景の法律は「後代国民を遺伝性疾患から予防

する法」であり，先天的奇型，精神障がい者，知的障が

い者，聴覚障がい者，視覚障がい者，てんかんの病気を

含め，時には同性愛者も対象であった。犠牲者は公式な

数字だけでも７万人あまりで，時には２０万との数字もみ

られる。

アウシュビッツ収容所長のルドルフ・ヘス７）の手記で

は「精神障がい者を車の排気ガスによる一酸化炭素中毒

によって殺害した」との記録がある。またランツ・ル

ツィウス８）の「灰色のバスがやってきた」によると「全

ドイツの障害者施設に関する調査書を送り，記入されて

返ってきたものを専門家に評価させ，『安楽死』に相当

する者を選び，『公共患者輸送会社』のバスで移送させ

る。死亡の後は，遺族に通知を行う。」とある。通称こ

のバスは本のタイトルにもあるように「灰色のバス」と

呼ばれ，自動的に排気ガスが車内に流れる仕組みになっ

ていた。ドイツだけでなくポーランドの占領地とドイツ

本国双方で，障がい者の大量移送が行われ，移送後にま

もなく死亡することがたびたびおきていた。

中西９）は「ナチス・ドイツと聴覚障害者」の中で，ユ

ダヤ人が運営していた聾学校の惨状を伝える碑銘に

「１８９０年から１９４２年まで，・・・イスラエル人聾唖院が

あった。１９４２年ここからユダヤ人の子どもと成人が，国

家社会主義の絶滅収容所へ連行された。・・」とあるこ

とを紹介している。この学校の児童生徒，職員１４６名は

ゲシュタポによって連行，殺害されたのでる。また，同

書で「キール市に住む３８歳の聴覚障がい者夫婦には５人

の子供があり，全部健聴者であった。しかしヒトラーの

側近にまで届けられた嘆願もかいなく，子供たちは全部

断種された」と書き残し，多くの「障がい者」が苦しみ

を受け殺害されたことを伝えている。同じドイツ国民で

あっても「障がい者」は非情なる差別の下に置かれてい

た。
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２）戦争における謝罪と歴史教育

フランクルは名著「夜と霧」の中で，収容所の中で絶

望しかない状況の中にあっても，人間としての尊厳を持

ち続けた精神のあり方について触れているが，同時に国

家による優性思想は組織的かつ非常な手段で行われるこ

とを伝えている。筆者がプラハのユダヤ人ゲットーのシ

ナゴーグを訪ねた時に，図３に示すホロコーストの遺品

が残されており，その前で時間を忘れたかのように，

じっと見つめている多くの人々を見ることができた。

図３ プラハ：「シナゴーグに残るダビデの星」

ドイツのメルケル首相は本年５月３日に強制収容所解

放７０周年の式典が行われたダッハウ収容所（フランクル

も収容されていた）の跡地で，「我々の社会には差別や

迫害，反ユダヤ主義はあってはならず，そのためあらゆ

る法的手段で戦い続ける」と演説している。これに先立

つことドイツの第六代大統領ヴァイゼッカーは，１９８５年

の戦後４０年の式典のなかで，同様の演説をしている。二

度と過ちを犯さないとの深い反省があり，それが周囲の

国家の信頼を得ていることに感銘を覚える。謝罪には終

わりが無く，相手が納得して始めて終わりを迎えるのだ

とつくづく考えさせられる。

筆者が２０年前にドイツのギムナジウム（日本の高校１

年生のクラス）を訪ねた時，ナチス時代をテーマとした

授業を参観したが，最低でも３ケ月間，長い場合は６ケ

月の期間に渡って負の遺産である歴史を学ぶとのことで

あった。日本はどうであろうか。現代史の授業は授業時

間の関係で省略されることが多く，第二次世界大戦につ

いては授業を行ったとしても数時間であろう。歴史に向

き合う姿勢の違いを感じた。まして「障がい者」につい

ては，仁木１０）が「本土決戦の場倍，肢体不自由児は足手

まといになる。この児童がいなければ，それだけ戦力は

増強する。・・」と触れているような，肢体不自由養護

学校の児童疎開については話題にもならないし，障がい

者が「徴兵検査」の時に非国民として屈辱的な扱いをさ

れたことも同様である。過去と真摯に向き合っているの

かが，日本の教育の課題であり歴史認識の課題であろ

う。

�．「障がい者」以外の人々への差別

障がい者以外で差別の対象となった人々の状況を概観

する。より良い「合理的な配慮」を構築するためにも，

「障がい者差別」と同じ根より発生した「不当なる差別

的取扱い」の事例を概観することは「合理的配慮」構築

のための反面教師である。

１．日本中世の「三十二番職人歌合」にみる賎民

「三十二番職人歌合」１１）は室町時代の１４９４年頃に，後

土御門天皇の生母の七回忌を契機に作成されたとされて

いる。「いやしき身なる者」として表１に示す職人によ

る和歌を詠む形式をとっている。

１１番の農人は職人の分類からすれば異質であるが，そ

の他は農業を生業とせず，定住しない遊行の人々や行商

の人があげられている。１番の「千秋万歳法師」や２番

の「獅子舞」は，正月の風物詩として昭和時代でも見ら

れたことを記憶している。

図４に示す１番の「絵解」は庶民に仏教絵画（地獄絵

図など）を解説する役割を担っており，時には熊野権現

表１ 三十二番職人の職能

左 右 左 右
１ 千秋万歳法師 絵解
３ 鶯飼 鳥刺
５ 桂の女 鬘捻
７ 高野聖 巡礼
９ 表補絵師 張殿
１１ 農人 庭掃
１３ 結桶師 火鉢売
１５ 箕作 樒売

２ 獅子舞 猿飼
４ 大鋸引 石切
６ 算置 虚無僧
８ 鉦叩 胸叩
１０ 渡守 輿昇
１２ 材木売 竹売
１４ 糖糟売 地黄煎売
１６ 菜売 鳥売

図４ 歌合一番：「絵解」と「千秋万歳法師」
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の勧進を目的に諸地域を巡り歩くこともあった。

図５の「融通念仏縁起」１２）（清涼寺・１４２３年）の絵巻

に示す２番の「猿曳き」（猿飼い）は今では伝統芸能と

して子供たちの人気を博しているが，当時は「猿」自体

は霊力があり「馬」の守り神として，「一遍聖絵・第１０

巻」にも厩に繋がれた猿が描かれている。貨幣経済が浸

透する中，様々な職能特性を生かした人々が社会の中で

役割を担っていくが，多くを占めている農業従事者の視

点からは，あくまでも少数者であった。

図６の右の「鉦たたき」は，布教の間には功徳のため

に埋葬の仕事もしており，図７の「融通念仏縁起」の絵

巻にも「鉦たたき」が描かれており，その特徴のある姿

は目に留まることが多かったと想像される。

図６左の「胸たたき」は，自らの胸を叩き，「春まい

らむ」と祝い言を叫んで各地を周遊し門付けを行ってい

た生業である。賤民の世界を成り立たせている背景に

は，「貴と賤」「浄と穢」「定着と非定着」が考えられ，

農業を経済の基盤とした社会と封建制度とも相まって身

分社会を形成していくのである。

７番の高野聖は，本年開創１２００年を迎えた高野山の真

言密教の教えを全国に広める役割を担い，奥州の果てま

で行き，村々ですすめられれば，何日も逗留し，加持祈

祷や説法を行い，また京都や諸国の様子を伝えるなど弘

法大師信仰を伝える役を担った。

以上の職能集団は，形を変えながらも江戸時代まで社

会の中で下層に位置づけられた人々であった。

２．人権と水平社運動

被差別の中で同和に関わる人権問題は様々な啓発活動

がなされてきたが，差別された姿を野中広務・辛淑玉１３）

の「差別と日本人」に次のように記されている。「中で

も，結婚差別は熾烈であった。反対されて一緒に親元を

離れれば誘拐とみなされ，・・大衆が差別者としてたえ

まない抑圧を繰り返す日常の中で，差別を受ける人々の

自死は跡を絶たなかった。」と差別の中で起きた悲劇が

記述されている。

歴史的には平安時代に萌芽がみられるが，江戸時代の

封建制の確立のために非人と共にその維持のために虐げ

られ，差別された人々であり，「犬神人」「乞胸」「刑吏」

「皮革の仕事」「舞舞」「鉢たたき」「隠亡」などの生業

はその一部である。

１８７１年（明治４年）の「解放令」の後も，「壬申戸

籍」などの差別が続くなかで，部落解放の運動は１９２２年

（大正１１年）３月３日京都における全国水平社創立をみ

た。創立宣言文「人の世に熱あれ，人間に光あれ」は，

差別解消に関する世界に誇るべき人権宣言文であり，今

後も読み継がれていく必要がある。

日本は１９１０年（明治４３年）に韓国を併合し植民地とし

人々を蔑視したが，その朝鮮半島の中にも被差別部落の

人々と似たような歴史経過の中で生まれた最下層で差別

を受けた「白丁・ペクチョン」（１９２３年・朝鮮衡平社を

結成）の人々がいた。部落解放運動は白丁の人々と連帯

し，その苦悩を分かちあったことは世界史のなかでも特

筆すべきことであり，連帯した活動は少数民族の人々の

図５ 融通念仏縁起：「下巻・第９段：中央・猿曳き」

図６ 歌合八番：「胸たたき」と「鉦たたき」

図７ 融通念仏縁起：「上巻・第３段：中央・鉦たたき」
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連帯運動に通ずる先駆けと言っても過言ではない。

３．アイヌ民族への人権侵害

「アイヌ文化振興法」（アイヌ新法）が成立したの

は，１９９７年（平成９年）５月であり，「旧土人保護法」

１８９９年（明治３２年４月）が同時に撤廃された。百年近く

もの間，同化を推進した「旧土人保護法」が存在してい

たことは，日本の人権感覚がいかに遅れていることを示

すものであり，１９８６年当時の中曽根首相の「日本は単一

民族国家」の発言は，その代表的なものである。

本年５月１８日の北海道新聞は「北海道アイヌ協会は，

中学校の歴史教科書において，『旧土人保護法』に関す

る文部科学省の検定意見について，適切な内容に改める

ように求めていく。」との記事を掲載した。新法そのも

のが，先住民族として位置づけしておらず，教科書の最

初の記述が「アイヌの人々の土地を取り上げて」とある

のを，検定意見では「アイヌの人々に土地をあたえて」

としたことに対する抗議である。カラフトから，本学所

在地の江別市の「対雁」に強制移住させられ，気候や食

べ物が合わず多数の死者を出したことも，歴史の彼方の

事件として忘れがちである。

諸外国の教育は国民として存在する少数民族の人々の

文化・言語を大切にする教育を公的に位置づけており，

文化の豊かさは，同時に真の国や世界の豊かさに通ずる

との理念をしっかりもって教育政策を行っている。元札

幌市会議員の「アイヌ民族は，もういない」の発言は，

今も続く人権侵害・差別の一例である。

４．外国人へのヘイト・スピーチ

外国人に対するヘイト・スピーチは，２０１３年以降，イ

ンターネット上で判明しているだけでも，全国各地でデ

モや街宣活動が３６０件程行われている。「人種差別撤廃条

約締約国」である日本においてのこのような行為は，国

際的な人権感覚よりみた場合，時代に逆行する大きな問

題である。

異なった人種，民族に対する日本人の優位性感覚につ

いて，ジョン・W・ダワー１４）は著書「人種偏見」の中で

次のように主張している。要約すると「太平洋戦争を引

き起こした本質的な要因は，経済問題ではなく，他の民

族とりわけアジアの他の民族に対する蔑視及び優越性の

感覚をもつ日本人の特性にある。」との指摘である。日

本が優れておりアジアの頂点に立つ『大東亜共栄圏』

は，「東亜」を第一段階（満州，中国等）から範囲を広

げ，第四段階（トルコ，イラン等）までとしたことは，

各国の固有の文化・言語を無視した妄想より狂気に近い

発想である。「八紘一宇」の名の下に戦争を遂行して

いったのは，他の民族に対する蔑視・差別感・優越感な

しに考えることができない。

このことは，学校教育における「いじめ問題」と根本

において変わらず，マイノリティーの人々に対する，言

わば「大人版のいじめ問題」である。文部科学省の「い

じめ」の定義は，「一定の人間関係のある者から，心理

的，物理的な攻撃を受けたことにより，精神的な苦痛を

感じているもの。」としている。ヘイト・スピーチの場

合，一定の人間関係が無くても，受ける側の精神的な苦

痛を感じることを前提にすれば，大人に成りきれない人

の行為は責任が重大である。

５．教員採用における外国人差別

１）「当然の法理」の課題

日本においては外国籍の人が，公務員としては正規職

員に就くことができず，管理職への道が閉ざされてい

る。このことは，公務員の仕事が「国民に対する奉仕者

であり，公権力の行使者たる者は日本人であるのが当然

であるとの『当然の法理』との考え方」が背景にある。

「当然の法理」とは外国籍の公務員採用の可否に対して

１９５３年（昭和２８年）内閣法制局が回答した文言により，

法令上の規定がなくても当然不可であるとの回答であ

る。

このことを教員採用において振り返ると，過去には北

海道のみならず，他都府県も国籍条項を設けて「講師」

への道さえも閉ざし門前払いを行っていた。１９８４年（昭

和５９年）に長野県教育委員会は文部科学省の強い指導で

試験に合格した Aさんの教員採用を取り消し，常勤講

師としての採用に変更したのも，その一例である。

北海道教育委員会の「公立学校教員採用候補者選考検

査実施要領」には，平成２年度まで「日本国籍を有する

者」のみとし，外国籍を門前払いし，翌年の受検から日

本国籍を有しない者は，「常勤講師」としての採用との

一項を設けた。「講師」の道は開かれ，やや改善されて

はいるが，正規採用に関して国の基本的な考え方は変

わってはいない。

２）「公権力の行使」の課題

ここで課題を二点に絞り整理する。

一点目は，外国人は公務員になれないにも関わら

ず，１９８２年（昭和５７年）に「国立又は公立大学における

外国人の任用等に関する特別措置法」（現在は国立大学

が独立行政法人となるに伴い，『国立又は』が削除）に

より，外国籍の公務員が生まれたのである。喜ぶべきこ

とであるが，小学校，中学校，高等学校の教員は正規職

員になれず，大学教員だけとの特別措置法は，国自らが

「当然の法理」を一方では認め，一方で否定する自己矛

盾を露呈したことになる。
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二点目は，「公権力の行使」である。一体それが何か

の吟味が十分なされているのであろうか。教員における

「公権力」とは，一般には「成績評価」「卒業認定」「生

徒等に対する懲戒に関する事項」であるが，教員一人で

懲戒処分を決定することは考えられず，「成績評価」「卒

業認定」も最終的決裁は学校長である。また，「教授に

関する事項」と拡大解釈で考えた場合でも「学習指導要

領」の法的拘束力は「伝習館高校事件」の判決でも明確

なように「自己流に教えるなど」の逸脱はあり得ない。

教員は管理職も含めて，法令の服務規程の中で職務を遂

行しており，外国人だから自由に振舞えることはあり得

ない。国がそれを盾にとるならば，法的拘束力を自ら否

定する，これまた自己矛盾に陥るのである。

グローバルな視点で国際関係を考える時代にあって

も，公務員の各職の性質を実定法との関係で性格付ける

努力を放棄したまま，包括的に「当然の法理」を六十二

年も踏襲している現実がある。「国際理解教育」が大切

と言いながら「内なる国際化」もできない鎖国的な教育

行政は，硬直化していると思われる。明治時代の多くの

いわゆるお雇い外国人（北海道大学のクラーク，開拓使

顧問のケプロン，地震学の開祖ミルンなど）が日本の近

代化に大きな力を発揮し，彼らを抜きに日本の近代化は

なされなかったのであり，北海道においては今の発展の

基礎を作った人々である。彼らは確かに，雇用契約に基

づき年限を決められていたが，外国人の力がいかに文化

を豊かにしたかは歴史が証明している。

６．世界史にみる人種・民族等の差別

古くは，アメリカの黒人奴隷やインドの不可職賤民，

スペインのカゴの人々。南アフリカのアパルトヘイト，

中国におけるウィグル族やチベット人の問題。クルド人

問題。最近報道されている，ミャンマーの「ロヒャン

ギ」の人々など，人間は人種・民族などの差異の理由に

よって差別する事例は枚挙にいとまがない。国連の「人

種差別撤廃条約」の前文「人間社会の理想に反すること

を確認し・・」は崇高なだけに，現実とのギャップに戸

惑うことが多くある。

ロマよりも差別用語であるジプシーで知られている

人々は，歴史的にはインド北部よりヨーロッパに移動し

ルーマニアでは１４世紀～１９世紀にかけ「ジプシー奴隷

制」の下で長い差別の歴史の中に置かれていた。最近上

映されたポーランド映画「パプーシャの黒い瞳」は，モ

ノクロームの映像の中に，差別を受けたロマの人々の生

活を活写している。ユダヤ人の影に隠れて知られること

が少ないが，ナチス政権下で辛酸な生活をおくり，優性

思想の基に虐殺や断種が強制収容所で行われていた。金

子１５）はその著書「『ジプシー収容所』の記憶」の中で次

のように述べている。「ある日，もう識別できないほど

すっかり変わり果てた姿の姉が本当に私の前に現れまし

た。頭は丸坊主にされ，骨と皮ばかりになっていまし

た。まさに生きた骸骨でした。・・・姉の子供たちがす

でに生きてはいないこともその時にはじめて知りまし

た。アウシュビッツのガス室で殺され，その遺体は焼却

されたそうです。」と当事者の手記を紹介している。

「ノーマライゼーション」の提唱者であるバンク・ミ

ケルセンは，デンマークにおいてレジスタンス抵抗運動

のさなかに逮捕され「ウェスターンの強制収容所」に護

送された。そこではユダヤ人，ロマの人，障がい者など

多くの人が収容されているのを目の当たりに見て，どの

ような人々も人権を尊重する「共生社会」でなければな

らないとの原点を学んだとされている。「ノーマライ

ゼーション」の理念は，皮肉にも強制収容所における体

験が基になっていることは，周知のことである。

２０１４年にノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスザイ

フさんの存在は大きな光明である。女性が十分教育を受

けることのできない差別に対して大人も及ばない勇気そ

の叡智で活動したことが，受賞に繋がっていった。たっ

た一つの解決策は教育であると訴え『一冊の本』『１本

のペン』と演説した姿に感動を覚えた人は多いであろ

う。差別は人間の存在する限り，無くならない宿命と言

えば，それで終わりになるだけに，教育や啓蒙活動など

の場で，絶えず辛抱強く取り組むことが求められてい

る。

�．差別と小林一茶

これまで，差別を「障がい者」と「障がい者以外」を

概観してきたが，江戸時代の身分制社会の中で，小林一

茶は差別の対象であった「障がい者」や「障がい者以

外」で差別を受けてきたいわゆる「被差別民衆」の人々

に暖かい眼差しを抱いていた。

この背景には，彼の人生の様々な苦難（母親と早くに

死別，義母や義弟との確執，奉公の辛さ，貧乏な暮ら

し，子供を４人も失い，妻にも先立たれるなど）が，虐

げられた人々への共感となり，心の叫びとして俳句の形

なったと思われる。その精神は「心でしか見えない

人々」の一言に尽き，法令が求めている「合理的配慮」

の基をなす精神であり，一茶について考察することは指

針を得ることに繋がると考える。

１．小林一茶の評価

江戸時代の俳人の中での評価では，一般に芭蕉や蕪村

より一段落ちるとの評価があるが，大正時代から昭和初

期に活躍した，日本史学者の津田左右吉１６）は「一茶は俳

諧の作者ではなくして俳諧の人であり，職業としての俳
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諧師ではなくして人間としての俳人である。そうして人

間としての追随者が出来ないと同様，俳諧においても他

人の模倣を許さざるものであった。」と高く評価してい

る。

日本文学者のドナルド・キーンも同じく評価してお

り，現代俳句協会会長を務めた金子兜太は，一茶の言葉

を引用して自らも「荒凡夫」と評し，その著作集２巻で

「小林一茶」と題し評伝を書いているなど並々ならぬ傾

倒を示している。このように一茶の俳句は江戸期の他の

俳人と比較しても，孤高の地位を占めていることが評価

されている。

２．「生い立ち」と「江戸の時代背景」

１）生い立ち

一茶は１７６３年（宝暦１３年）信濃国柏原（現在の長野県

信濃町）の中規模農家に生まれ，母は３歳で死去。八歳

で継母が来るが，折り合わず十五歳で江戸に奉公に出

る。継子に関する俳句は，一茶の姿が二重写しになって

いる。

・すゝけ紙まゝ子の凧としられけり（文政句帖）

・まゝ子凧つぎのいろ～見へにけり（文政句帖）

その後，五十二歳で帰郷するまで，俳諧の師として一

年の内三分の一は各地を行脚する生活をおくった。一茶

は五十二歳で結婚し，五十四歳の時に生まれた長男千太

郎は一か月あまりで没し，五十六歳の時の長女さとは一

歳で没する。長女が元気な時の句が『おらが春』（這え

笑え二つになるぞけさからは）に残され，死に臨んでは

（露の世は 露の世ながら さりながら）と最愛の娘の

死を受け入れられない心境を詠んでいる。後に生まれた

２人の子も没し，さらに奥さんも没し，２番目の奥さん

とは離縁し，３番目の奥さんとの子供は，一茶が没した

後に生まれる。

家庭的にはあまり恵まれず，六十五歳（１８２７年・文政

１０年）で没するが，一茶の俳句の独自性は彼の生涯の出

来事と深く関わっていることは言うまでもない。その後

弟子たちによって，今日まで伝わる俳句が編纂される。

２）江戸の時代背景

江戸時代の文化区分では化政文化の時代であり，時代

を代表する滑稽本には，十返舎十九の「東海道中膝栗

毛」などがある。

一茶が江戸に住んでいた年代と重なる，江戸日本橋を

中心として描いた絵巻物「熈代勝覧」（ベルリン東洋美

術館蔵）（１８０５年：文化２年作製）を模写した作品が東

京日本橋・三越デパートの地下入り口近くに展示されて

いる。

小沢１７）の解説本「『熈代勝覧』の日本橋」では「二百

年前の大江戸の町の日常生活へ我々をタイムスリップさ

せてくれるのです。」と述べているように，生き生きと

した人々の日常生活がうかがえる。一茶の生活が想像で

きる絵巻で，特に，「障がい者」や「下層と位置づけら

れていた人の職業」の姿が描かれていることに注目した

い。

前者では「琵琶法師」（２組）「あんま」「江戸患い」。

後者では被差別の人々の職業であった図８の左下にある

「猿回し」が描かれている。他の場面には「雪踏直し」

「願人坊主」「掃除しよ」「門付け芸人」「こも僧」が見

られ，乞食とほぼ同義語の「巡礼」「子供の巡礼」が描

かれている。一茶はこれらの人々の生業を句に詠んでい

る。

また，一方で一茶の時代は浅間山の噴火など「天明の

大飢饉」（１７８２年～１７８８年：天明２年～天明８年）で未

曾有の餓死者が続出し，乞食とならざるを得ない人々が

続出した時代である。一茶と同時代の優れた紀行文を数

多く残した菅江真澄１８）は，飢饉の時に東北地方を旅した

時の悲惨な様子を残している。「外が浜風」（天明５年）

では「これはみな餓死したものの屍です。・・行き倒れ

た者が多くなり・・あやまって死骸の骨を踏み折ったり

・・」と凄惨な様を伝えている。一茶の乞食を詠む歌が

始めて出てくるのは，１７９１年（寛政３年）で，飢饉によ

り多くの人々が土地を離れ，江戸で流入を制限されてい

た乞食として，住み着いたことが推測される。一度乞食

になるとその境遇から抜け出ることが難しかったと思わ

れ，一茶の乞食を詠んだ句は増えていく。

３．一茶俳句の特徴

一茶の詠んだ俳句の数は約二万句あまりで，芭蕉の約

千句，蕪村の約三千句と比べると比較にならない多作で

あった。子供に関する句で良く知られているが，生き物

について詠んでおり，雁（３７５句），蝶（３６２句）などが

図８ 「熈代勝覧」：猿回し
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多い。また他の俳人があまり詠まなかったハエ，虱，蚤

など小動物も対象であった。豪雪地帯なので雪の句は多

く，同時代の鈴木牧之（新潟の人で雪に関する記述の

『北越雪譜』の著者。）と同じ感覚で雪の俳句を作って

いる。

しかし，一茶の特徴はなんといっても「目には映って

も，見えない人々」つまり「心でしか見えない人々」を

暖かい眼差しで詠んでいる。その一つが「障がい者」で

あり，二つ目が「被差別民衆」の人々である。その対象

は，江戸時代（浅草）の被差別民衆の基締めで，大きな

組織を束ねていた弾左衛門の「弾左衛門由緒書」１９）（１７１９

年）に記述されている職業の人々である。弾左衛門は自

分の配下にある職業（長吏，座頭，舞々，猿楽，非人，

猿曳き，鉢たたき，石切，放下，渡守，山守，獅子舞，

傾城家）を列挙している。一茶はこれらの人々を句に詠

んでいる。

これらの職業は先に触れた，室町時代の賤しき職業と

された「三十二番職人歌合」と符合するものがある。例

えば「獅子舞，猿飼い，鉢たたき，渡守，石切」などが

それに当たり，時代の中で連綿と受け継がれ，代々その

職を担ってきたと思われる。

�．一茶の俳句世界

一茶が「心の目」で読んだ詠んだ俳句を「障がい者」

「被差別部落」「被差別の人の職業である『大道芸人』」

「生活困窮者」などに分類して記述する。一茶の暖かい

観察眼がなければ詠まれなかった俳句であり，一般の

人々には白眼視され見むきもされなかった差別の対象の

人々であった。一茶は同時代に生きた血の通った人々と

して句に詠んだのである。（以下の俳句は『一茶の俳句

データベース（一茶館）』を活用し，抽出語句を訂正し

て使用した。）

１．障がい者

１）視覚障がい

・蝉鳴や盲法師が扇笠（文政句帖）

・桟や盲もわたる秋のくれ（八番日記）

・小盲や身を寒月になして行（七番日記）

・小盲や右も左もむら時雨（七番日記）

・木がらしや桟を這ふ琵琶法師（八番日記）

・五月雨又迹からも越後女盲（八番日記）

・木がらしやから呼びされし按摩坊（八番日記）

・夕立の真中に立座頭かな（八番日記）

・小坐頭の追いつめられし時雨哉（八番日記）

・坐頭坊につゝかれけり雪仏（文政句帖）

２）聴覚障がい

・つんぼ札首にかけつゝ寒念仏（文政句帖）

・しぐるるや飯椀たたく唖乞食（八番日記）

２．被差別部落

１）河原者

・正月やゑたの玄関も梅の花（七番日記）

・えた寺の桜まじ～咲にけり（七番日記）

・ゑた村（の）御講幟やお霜月（八番日記）

・皮剥が腰かけ柳青みけり（発句題叢）

２）隠坊（火葬場の仕事の従事者）

・隠坊がけぶりも御代の青田哉（文化句帖）

・隠坊（の）むつきほしたり蓮（の）花（七番日記）

３）棒突（村を警護する役人）

・棒突や石垣たゝく寒の入（八番日記）

・棒突があごでをしゆる桜哉（七番日記）

４）団左衛門（浅草に居を置いた基締め）

・近よれば団左衛門が桜哉（文政句帖）

５）山守

・山守の箒の先を行春ぞ（七番日記）

・山守よ是でいく度の初時雨（文化句帖）

６）野守

・鶏頭に向ひあふたる野守哉（西紀書込）

・木がらしに野守が鼾盛り哉（文政句帖）

７）わらじ売

・売わらじぶらり（と）下る桜哉（七番日記）

・売わらじ松につるして苔清水（七番日記）

図９ 一茶・終焉の土蔵
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８）茶せん売

・売ぶりの色に寂しき茶せん哉（文化句帖）

９）竹売

・竹売の竹にもしばし雀哉（文化句帖）

３．大道芸人（被差別部落の人々が主に就いた）

１）節季候（歳末に，セキゾロと叫ぶ門付け）

・節季候のむなしく見るや角田川（文化句帖）

・せき候や小銭に羽根が生えて舞ふ（梅塵八番）

・せき候やさゝらでなでる梅の花（八番日記）

２）獅子

・かま獅子があごではらひぬ門の松（文政版）

・門獅子やしゝが口から梅の花（希杖本）

・とち～と角兵衛獅子もぼたん哉（八番日記）

３）春駒（馬の首の形を持ち，歌い踊る芸人）

・乞食の春駒などもかすみ哉（七番日記）

・春駒の歌でとかすや門の雪（七番日記）

・春駒や人が真似てもいさましき（文政句帖）

４）辻諷（小謡を詠う芸人）

・辻諷凧も上（っ）ていたりけり（七番日記）

・木がらしや地びたに暮るゝ辻諷ひ（文化句帖）

５）豆蔵（手品や曲芸師）

・豆蔵が口まねもするつばめ哉（文政句帖）

６）舞々（幸若舞等を舞う芸人）

・舞～や翌なき春を顔を染て（文化句帖）

・舞～や翌なき春をむり笑（発句題叢）

７）猿廻

・矢の先や子を（背）負ひつゝ猿廻（一茶園）

・狙引は猿に持せて凧（文化句帖）

８）鉢たたき（お経を唱える門付け）

・しばしまて白髪くらべん鉢敲（文化句帖）

・細長い雲のはづれや鉢たゝき（七番日記）

・鶯に目を覚ますな鉢たゝき（七番日記）

９）福俵（小さな米俵を扱う芸人）

・待てゝも来るや福豆福俵（文政句帖）

１０）放下師（鞠や刀を投げるなどを主とした芸人）

・放下師が鼓打込清水哉（七番日記）

・放下師が小楯にとりしわか葉哉（七番日記）

１１）千秋万歳法師

・万歳よも一ツはやせ春の雪（享和句帖）

・万歳や馬の尻へも一祝（七番日記）

・万歳や面もかぶらずほゝやれと（文政句帖）

１２）絵解（仏教の地獄絵などの解説）

・藤棚に翌巡る江戸の画解哉（七番日記）

４．生活困窮の人々

１）乞食

・美しき凧上がりけり乞食小屋（七番日記）

・乞食子や貰ひながらの凧（浅黄空他）

・乞食子がおろ～拝む雛哉（七番日記）

・乞食子や膝の上迄けさの霜（八番日記）

２）遊女

・夜に入れば遊女袖引く柳哉（文政句帖）

・夕顔にほの～″見ゆる夜たか哉（文政句帖）

・菜の花や袖（を）苦にする小傾城（七番日記）

３）順礼

・小順礼もらひながらや凧（八番日記）

・ふだらくや赤い袷の小順礼（八番日記）

４）貧乏

・我庵や貧乏がくしの雪とける（七番日記）

・祖先代々と貧乏はだか哉（文政九十句写）

・秋風やつれても行かぬ貧（乏）神（七番日記）

５）行商の女性

・麦秋や子を負ながらいはし売（おらが春）

・鰯めせめせとて泣子負ながら（発句鈔追加）

�．「差別解消」に向けて

１．共有したい精神

一茶は，虐げられた人々を暖かい「心の目」で「目に

は映っても，見えない人々」を見つめた。そこには差別

に抗し，偏見を捨て，共に共感をもって歩もうとする，

現代の我々に訴えかけてくる「共生社会」の原点があ

る。一茶は同じ目線や立場で，共感の句を残している。

我々は誰でも「差別する側」になり得る存在であるこ

とを，ユダヤ人で収容所に収監されその後アメリカ亡命

し，ナチス・ドイツと闘った政治哲学者ハンナ・アーレ
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ントは，「全体主義の起原」などの著作で主張してい

る。アーレントの根本命題はなぜホロコーストに至った

のかを分析し，その深淵に全体主義があったことを述

べ，それに抗するためには絶えず思考することの大切さ

を訴えている。

併せてドイツの元大統領・ヴァイツゼッカー２０）も「い

やしくもあの過去に対して眼を閉ざすものは，結局は現

在に対しても盲目となります。非人間的な出来事を想起

しようとしない者は，新たな感染の危機に対して再び抵

抗力が弱くなります。」と述べている。

人間の歴史には差別の記録が数多く残されており，そ

れらに深い反省と改善の思考を積み重ねることが大切で

ある。それによって『合理的配慮』とは，暖かい配慮に

のあり方について思考し，配慮を積み重ねることが大切

であることを学ぶのである。

２．本学の「合理的配慮」への提言

「差別」と「障がい者」の視点で「障害者差別解消

法」について考察してきた。この法律は「合理的配慮」

に該当する事項を積み重ねることを主眼としており，そ

のために差別を解消の反面教師として「不当な差別的取

扱いを」を概観した。

「差別」は「障がい者」，人種，民族，宗教，経済力，

歴史的偏見等によるなど起因は様々であるが，「障がい

者」はその中でも，絶えずピラッミドで言えば，底辺に

位置づけられ，その中核に位置していたことを忘れては

ならない。

現在においても津波や原発事故からの避難では，車椅

子の利用者は特に苦労したことや，避難所暮らしの中で

自閉症の子ども達やその家族が苦労したことが報道され

ている。老人も同じ状況である。弱者に優しい世界は，

本来は全ての人に優しい世界であることを確認したい。

この法令は決して遠い世界の話でなくごく身近な話で

あり，本学で考えなければならない，「障がい」のある

学生のための適用が緊要な課題である。以下にその指針

を列挙して本考察を終わる。

�「差別解消に関する委員会の設置」
�「委員会への，障がいのある学生当事者の参加」
	「本学の差別解消宣言」の作成

「合理的配慮の事例検討」
＊ハード面（建物構造，バリアフリーの視点）

＊ソフト面（障がい者向けの ICTの活用）

�「相談室の設置」
�「理解啓発のための講演会」の開催
「将来の就職に向けての支援」
いずれにしても民間の『努力義務』ではなく国と同じ

レベルの「義務」として取り組む必要があろう。
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